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午前１０時００分 開議

○議長（堀 光雄君） おはようございま

す。

出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。

これより、本日の会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第３号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 市政に対する一般質問

○議長（堀 光雄君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。

舩見昌功議員の登壇を願います。

舩見議員。

○３番（舩見昌功君） おはようございま

す。市民クラブの舩見昌功でございます。通

告に従いまして、市政に対する一般質問をさ

せていただきます。

はじめに、中心商店街問題としまして、銀

座商店会及び大町商店会が位置する主要地方

道三沢十和田線における空き地・空き店舗の

利活用と除排雪についてお伺いいたします。

全国的に商店街を取り巻く環境は、社会情

勢の急激な変化に伴い、厳しさを増しており

ます。本市商店街においても、店主の高齢化

や後継者不足、ネット通販の進展などといっ

た問題に直面しており、今後、さらなる深刻

化が懸念されており、中でも空き地や空き店

舗の問題があります。

空き地や空き店舗の存在は、元気のない商

店街の象徴であり、イメージダウンにつなが

り、悪循環を引き起こしております。本来な

ら個々に活路を見出すべきところでございま

すが、行政に何か対策をと願わずにはいられ

ない状況にあると考えております。

そのような中、主要地方道三沢十和田線の

旧一方通行区間のアーケード施設の撤去後、

新規街灯が設置され、昭和４９年に開始され

た一方通行が令和４年７月２３日に解除さ

れ、対面通行が開始されました。対面通行の

実現は、新たな車両の流れを生み、中心市街

地活性化基本計画から引き継がれた本地域の

活性化施策の一つが節目を迎えることと理解

しております。

今年度は、三沢まつりや七夕まつりが３年

ぶりに開催され、久しぶりに盛り上がりを見

せたところでございます。しかし、長引くコ

ロナ禍に加え、今般の原油価格、物価の高騰

により、市民の暮らしと経済活動は大きな打

撃を受けております。

今後は、既存商店会との相互連携をより深

め、交流人口の取組による当該路線地域のさ

らなる活性化が緊要であると考えられます。

また、令和３年１１月の古間木橋の開通に

より、交通量の増加が見込まれ、特に銀座・

大町両商店会部分については、道路幅員が狭

く、冬期間の積雪による車両のすれ違いな

ど、懸念材料があります。

そこで、次の２点についてお伺いいたしま

す。

１点目、当該路線沿道における空き地・空

き店舗を利活用し、新たな人の流れの創出、

にぎわいの創生について御見解をお伺いいた

します。

２点目、当該路線における冬期間の除雪及

び排雪について御見解をお伺いいたします。

次に、教育問題としまして、部活動の地域

移行についてお伺いいたします。

部活動は、学校教育活動の一環という公的

な面と、教員のボランティア精神を基に運営

されてきました。

日本社会で働き方改革が広がり、教員の負

担として挙げられてきたのが部活動。特に休

日における部活動に関しては、大きくてこ入

れされてきましたが、ブラック部活、顧問を

拒否したいとの声もあります。一方で、少子

化が進展する中、部活動において現体制での

維持が難しくなってきており、学校や地域に

よっては、部活運営が困難にさらされている

ことは御承知のとおりでございます。

このような背景の中、文部科学省では、令

和２年９月に学校の働き方改革を踏まえた部

活動改革についてを示し、中学運動部を対象

に休日の部活動における指導や大会などへの
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引率について、地域活動として地域人材が担

うこととし、地域部活動を推進するため、令

和３年度から地域運動部活動推進事業が全国

展開され、地域移行に向けた実践研究が行わ

れており、青森県内では１校で実施されてお

ります。

そして、その結果を基に、来年度の令和５

年度以降、休日の部活動の段階的な地域移行

を図るとともに、休日の部活動の指導を望ま

ない教員が休日の部活動に従事しないことと

し、持続可能な部活動と教員の負担軽減を目

指しております。

また、スポーツ庁では、令和３年１０月に

運動部活動の地域移行に関する有識者による

検討会議を立ち上げ、全国展開されている実

践研究の結果を踏まえ、令和５年度から令和

７年度末を改革集中期間とする、地域移行に

関する提言が令和４年６月に提出されまし

た。

部活動と教員の働き方改革を両立するため

には、受皿となる組織や施設などを含む体制

の整備、指導員の確保、全国大会の在り方な

どについても検討を進めなければなりませ

ん。

しかしながら、スポーツ庁の提言は、受皿

の限られた地方において、思うように地域移

行が進まないのではないかとの懸念もあり、

現中学生やその保護者、数年後に中学生とな

る児童の保護者をはじめ多くの方から、来年

度から数年の間で地域移行ができるのか、地

域移行の情報が聞こえてこない、令和８年に

青森県で開催が予定されている国民スポーツ

大会に混乱や影響はないのかなどの声が聞こ

えてきます。

本市においても、来年度から移行を進める

のであれば、様々な課題を解決していかなく

てはなりません。しかし、忘れてはいけない

のは、部活動を行うのは子供たちであるとい

うことです。大人の勝手な都合によって、子

供たちが満足のいく部活動ができないという

事態にならないことを望み、次の２点につい

てお伺いいたします。

１点目、休日の部活動の段階的な地域移行

に向けて、市当局の御見解をお伺いいたしま

す。

２点目、休日の部活動の段階的な地域移行

の実現のためには、教育現場と保護者、地

域、競技関係者との十分な協議が欠かせない

ことと、何よりも適切な指導を担っていただ

ける人材確保にかかっております。

平成２９年４月から、学校教育法の一部改

正により部活動指導員が制度化され、本市に

おいても配置されておりますが、さらなる人

材の確保は急務であります。部活動指導員を

有効に活用できれば、教員にとっても負担軽

減となり、新たな雇用の創出にもつながりま

す。

そこで、部活動指導員を登録制にし、各校

の要請に基づき派遣する考えはないかお伺い

いたします。

以上で、壇上からの質問を終わります。御

答弁よろしくお願いいたします。

○議長（堀 光雄君） ただいまの舩見昌功

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。

ただいまの舩見議員御質問の中心商店街問

題の第１点目、空き地・空き店舗を利活用し

た新たな人の流れの創出、にぎわいの創生に

ついては私から、そのほかにつきましては教

育長並びに建設部長からお答えをさせますの

で、御了承願いたいと存じます。

当市中心商店街は、コロナ禍の影響を大き

く受けるとともに、原油価格、物価の高騰等

の影響も相まって、非常に厳しい経営状況が

続いております。

また、当該地域で開催されてきた各種イベ

ントが、昨年度までの２年にわたって開催で

きなかったことからも、新たな人の流れやに

ぎわいの創出が必要とされております。

このため、当市では、三沢市商工会と連携

し、コロナ禍における中心商店街のにぎわい

の創出を目的として、当該地域における冬場
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のイルミネーションの点灯をはじめ、シャッ

ターアートやモニュメントの作製、休憩用ベ

ンチの設置等を行うとともに、ＳｋｙＰｌａ

ｚａＭＩＳＡＷＡ内にストリートピアノを設

置するなど、様々な手法で集客に努めてまい

りました。また、本年度は３年ぶりとなる七

夕まつりや三沢まつりを開催することがで

き、ようやく当該地域ににぎわいが戻り始め

たと感じております。

さらに、御質問にあった中心市街地の空き

地を活用した取組といたしましては、アー

ケードの撤去と一方通行解除後の新しい人の

流れをつくるために、マルシェイベントを展

開し、市民の憩いの場を提供しているほか、

引き続き空き店舗を活用したシャッターアー

トについても、三沢市商工会と連携し、実施

しているところでございます。

また、今後における中心商店街のにぎわい

の創出につきましては、９月２４日、２５日

に、あおもり１０市大祭典ｉｎ三沢を開催す

ることとしているほか、現在実施しているマ

ルシェイベントについては、御好評をいただ

いていることから、来年度以降、地元商業者

がより積極的に参加し、地域に定着したイベ

ントとなるよう、地域商店会、三沢市商工会

と連携して取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

私からは、以上であります。

○議長（堀 光雄君） 建設部長。

○建設部長（松橋一典君） 中心商店街問題

の第２点目、当該路線における冬期間の除

雪・排雪についてお答えします。

主要地方道三沢十和田線の三沢市中心商店

街の区間において、４８年間続いた一方通行

規制が解除され、対面通行となり、１か月余

りが経過したところであります。これまでの

ところ、事故等の発生は報告されておらず、

無事に通行されているとのことでございま

す。

しかしながら、昨年、アーケードが撤去さ

れた大町商店会と銀座商店会の約５００メー

トルの区間におきましては、冬期間の除雪に

よる寄せ雪を考慮した場合、車道部の幅員が

十分でなく、車両通行の妨げになることが懸

念されるところであり、この点につきまして

は、対面通行となり初めて迎える除雪シーズ

ンであることから、歩道を担当する当市とし

ましても、これ以上に留意する必要があるも

のと認識しているところでございます。

この除雪につきまして、道路管理者である

県に対し対応について確認を行ったところ、

県からは、対面通行に支障が生じることのな

いよう有効幅員を確保するとともに必要に応

じ排雪をする計画である旨の回答を得ている

ところでございます。

三沢市中心商店街の対面通行は、地域の活

性化を目的とした意欲的な取組でもあること

から、利用者の円滑な通行の支援となるよ

う、当該路線の除雪・排雪につきまして、当

市として今まで以上に現状の把握に努め、県

との連携を密にし、対応してまいりたいと考

えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 教育長。

○教育長（山内康之君） 教育問題の第１点

目、部活動の地域移行についてお答えいたし

ます。

教育委員会といたしましては、部活動の地

域移行は生徒にとっての望ましい持続可能な

教育環境づくり及び教職員の働き方改革の観

点から、意義のある施策の一つと認識してお

ります。

また、部活動の地域移行の実現のために

は、現在、教職員が主に担っている部活動の

指導体制の見直しと、地域における活動の受

皿づくりを並行して進めていく必要があると

考えております。

しかしながら、中学校運動部活動の一番大

きな目標である中学校体育連盟の大会参加条

件が学校単位であることや、国や県からの推

進計画及び財政支援策がまだ明らかになって

いないこと等を鑑みますと、部活動の地域移

行にはたくさんの課題があり、完全移行には

時間を必要とするものと想定されます。



― 49 ―

このような現況を踏まえ、現在、教育委員

会では、市内中学校に合計７名の部活動指導

員を配置し、学校単位での活動の維持と教職

員の負担軽減の両立を図っております。

また、市民スポーツ課において、関係競技

団体に中学生の受入れについての意向等を調

査しております。

今後は、この受入れ意向調査の結果や中体

連の大会参加条件の変更等に合わせながら、

関係部局、校長会、関係競技団体と連携し、

学校単位を超えた活動についても検討してい

く予定であります。

いずれにいたしましても、市民の皆様、保

護者の皆様への丁寧な周知を図りながら、文

化系の部活動も含めまして、これまで中学校

の部活動が担ってきた教育的な役割が地域移

行によって失われることのないよう、三沢市

の実情に合った体制づくりに努めてまいりま

す。

次に、教育問題の第２点目、部活動指導員

の登録制についてお答えいたします。

三沢市教育委員会では、令和元年度から部

活動指導員を任用しております。この部活動

指導員は、外部コーチとは異なり、学校教育

法施行規則第７８条の２に、中学校における

スポーツ、文化、科学等に関する教育活動に

係る技術的な指導に従事すると定められてお

り、教職員に代わって大会等も引率すること

ができます。

今年度は、市内中学校の野球部に２名、バ

レーボール部に１名、柔道部に２名、剣道部

に２名の計７名の部活動指導員を任用してお

ります。

各校からは、生徒にきめ細かいサポートが

可能となり、教職員の負担軽減だけでなく、

生徒の心理的安定につながっていることや技

術面や大会に向けてのチームづくりをほぼ任

せることができたなどの声をいただいており

ます。

教職員の中には、専門的知識や経験のない

まま顧問をされている方もいますが、部活動

指導員は、生徒への指導はもとより、教職員

の負担軽減という観点から、とても意義のあ

る施策となっております。

そのため、部活動指導員については、今後

さらに増員していけるよう検討しているとこ

ろであり、人材確保に向けて、関係部局と協

議しながら指導員の登録制等も含めたシステ

ムづくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 舩見議員。

○３番（舩見昌功君） 各般にわたり御答弁

いただきありがとうございました。

まず、中心商店街問題の１点目に関して

は、冬場のイルミネーション事業であった

り、シャッターアート、モニュメント、スト

リートピアノ等々を商工会と連携し、また、

マルシェイベントに関しては、来年度以降も

継続していくという答弁だったと思います。

大町の交差点から三沢基地正面ゲート前ま

での約９００メートルの区間で、中央・大通

両商店会においては、アメリカ村整備により

道路を拡幅されるなど町並みが一新されまし

た。しかしながら、銀座・大町両商店会部分

は、道路幅も狭く、シャッター通りとやゆさ

れ、活気もなく、寂しい状況が続いているの

が現状であります。

また、今般の対面通行により、道路幅員が

狭い銀座・大町両商店会については、車の駐

停車もできない、駐車場のスペースもあまり

ない、宅配業者のトラックの運転手も荷物の

積卸しで駐停車ができない、そういう状況が

続いております。

これに関しても、今後、行政として、あそ

こは県道ですから、県とも相談しながら取り

組んでいってほしいところでございます。

そこで、新たな人の流れの創出、にぎわい

の創生のため、当該路線沿道における空き

地・空き店舗の利活用を飲食業や物販業など

にとらわれず、特に若い世代の方々、１０

代、２０代の方々が集えるストリート系ス

ポーツ施設の整備を今後展開していく考えが

ないのかを再質問いたします。
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○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） 舩見議員の再質問

にお答えをいたします。

東京オリンピック開催以降、スケートボー

ドやボルダリングなどが若者に人気となって

おり、また、米軍基地内の若者にとっても、

スケートボードなどのストリートスポーツは

身近なものとして根づいていることから、現

在、中心商店街の空き地・空き店舗を活用し

た上でのスケートボードを通じ、市民の憩い

の場の創出について、各関係課において三沢

市商工会を含めた検討調整を行っているとこ

ろでございます。

私からは、以上です。

○議長（堀 光雄君） 舩見議員。

○３番（舩見昌功君） ただいま市長からの

御答弁ありがとうございました。

スケートボードを通じたそういう施設を、

今後、商工会とも連携し展開していくと。

再質問はございませんが、誰が今後、施設

を管理し運営していくか。また、誰もいない

ところで開放して、若い方々が集まってスケ

ボーをする、また、そこには米軍関係者の

方々も来ると思いますので、その点に関して

留意し、今後展開していっていただければと

思います。要望でございます。

中心商店街の２点目の除雪・排雪について

でございます。

御答弁の中で、道路の除雪において、有効

幅員の確保、また、その時々必要に応じた排

雪を行うということの答弁でございました。

しかしながら、アーケード施設の撤去に伴

い、冬期間は、特に歩道部分への積雪及び除

雪の課題が現在発生しております。除雪に

よって道路脇に積み上がった雪が、道路幅員

を狭くし、大型車両同士のすれ違いができ

ず、渋滞が発生することは容易に想像できま

す。

そうならないように、有効幅員の確保のた

めに、歩道ぎりぎり、縁石ぎりぎりまで除雪

すると、その雪は歩道部分に押し込まれてい

きます。あそこは通学路でもあり、歩行者の

安全確保ができなくなることが予想されま

す。また、当該地域は高齢者が多くおり、除

雪のスペースも十分に確保できないことか

ら、当該歩道についての除雪及び排雪につい

て、市としてどのようにお考えかお伺いいた

します。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

建設部長。

○建設部長（松橋一典君） 再質問にお答え

します。

歩道につきましては、アーケードが撤去と

なった昨年から市が除雪を行っております。

今年度も昨年と同様に除雪する計画をしてお

りますが、車道を除雪した雪が歩道へ排出さ

れる可能性もありますので、除排雪につきま

して、状況を見ながら県とも協議し、連携し

て対応していきたいと考えております。

また、県の手押しロータリ除雪機を商店会

へ貸与される見通しとなっておりますので、

歩道除雪に対し、商店会でできる範囲でのお

手伝いをいただきながら、歩行者の通行を確

保していきたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 舩見議員。

○３番（舩見昌功君） 御答弁ありがとうご

ざいました。

歩道部分は、昨年度より市のほうで手押し

の除雪機で、一周といいますか、一回りし

て、大変助かっており、空き店舗の前など

も、誰もふだんはやらないので、また、銀行

等、病院、通学路でありますので、今後とも

除雪をよろしくお願いしますとともに、今年

度からは、手押しを１台から２台貸与される

ということで、うまく商店会とも連携し、活

用してまいりたいと思います。

また、特に排雪について、その部分につい

ても、もっと庁内担当課において検討される

ことを、また、県とも連携してよろしくお願

いいたします。

次に、教育問題の１点目、部活動の地域移

行に向けてですが、まず最大の問題は、地域
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移行によって中体連の参加がどうなるか。

調べたところ、北海道、東北においては、

まだちょっと反応が鈍く、それ以外について

は、中体連の参加を学校単位ではなく、クラ

ブスポーツチーム単位で行えるところも出て

きているようです。その点についても、国の

指導等あると思いますので、注視し、決まっ

たら速やかにスピード感を持って対応くださ

ることをお願いいたします。

また、スポーツ庁の有識者検討会議の提言

の中で、改革集中期間が令和５年度から７年

度末と設けられております。ここについて、

本市においても地域移行がいつから始まっ

て、その３年間の期間の中で移行を開始し、

その３年間で全ての運動部活動について地域

移行ができるのか、それを目標として三沢市

は取り組んでいくのか、そこについてお聞か

せ願います。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

教育長。

○教育長（山内康之君） ただいまの部活動

の地域移行が集中期間内に可能かどうかとい

う再質問でございました。

教育委員会としては、全ての学校で、全て

の競技で、ある一定期間に一斉に部活動の活

動主体を地域に移行するというふうなことは

難しいと考えております。

教職員に頼らない体制としては、部活動指

導員による指導のほかに、保護者会の活用や

スポーツ少年団等、各競技団体によるものを

想定しております。

移行期間につきましては、次年度からの３

年間という集中期間に限定することなく、各

学校、各部活動の実情、地域の受入れ体制の

状況に応じ、部活動に取り組む生徒たちに不

利益が生じることのないよう、生徒目線の改

革を推進し、順次、地域移行していきたいと

考えております。

今後は、生徒や保護者の方々、各学校が部

活動の地域移行について見通しが持てるよ

う、進捗状況の丁寧な周知にも努めてまいり

たいと思っております。

以上であります。

○議長（堀 光雄君） 舩見議員。

○３番（舩見昌功君） ありがとうございま

した。

休日における運動部活動の地域移行、全然

知らない人もいると思います。というか、私

の周りにもいますし、子供たちも全然分かっ

ていない。特に小学生は分かっていません。

ということは、その保護者も分かっていませ

ん。

ですから、今始まったばかりで、６月に提

言が提出されたばかりで、どの自治体も大変

迷っているところではあると思いますが、こ

れから情報が開示され、競技団体とか庁内担

当課や地域の団体、スポーツクラブ等々を踏

まえた協議会をつくるなりして、今後進めて

いくと思いますので、情報が出てきた時点で

早めに、出せる情報は保護者、学校、地域の

皆さんに提示していただくように、また、三

沢市のスポーツ協会等競技団体があると思い

ますので、そことも連携を密にして、今後取

り組んでいってほしいと思います。再質問は

ございません。

教育問題の２点目の部活動指導員を登録制

にする考えはないのかということで、今、シ

ステムづくりに努めているということです

が、地域移行の肝腎要というのは、やっぱり

受皿となる体制の整備、何より人材の確保で

あると思います。

ただいま部活動指導員が７名、先ほど野球

が２名、バレーボールが１名、柔道２名、剣

道２名ということでしたが、これは全然足り

ないと思うのです。これからの移行に関し

て。そこの人材確保の部分で、市の職員や現

在指導している教職員においても、まだまだ

部活動に携わっていきたいという熱い思いを

持っている方々がいると思います。そういう

ところで、市職員や教員の兼職・兼業につい

て、どのように考えているのかお示し願いま

す。

○議長（堀 光雄君） 教育長。

○教育長（山内康之君） ただいまの部活動
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指導員に公務員を活用することについての再

質問にお答えいたします。

そもそも、部活動指導員に求められる資質

は、競技に関する専門性だけでなくて、当該

学校の部活動方針を厳正に遵守することはも

ちろん、生徒に対する教育的配慮ができるこ

とであります。特に大切なのは、一人一人の

生徒の実態に応じ、その競技の楽しさを味わ

わせ、仲閒との友情を育み、生徒や保護者と

の信頼関係を築けるというふうなことでござ

います。

教育委員会といたしましては、このような

資質を持った指導員を職種にとらわれずに、

兼職・兼業等もありますでしょうけれども、

その辺の問題を解決しながら、職種にとらわ

れず確保できるように関係機関と協議してま

いりたいと思っております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 舩見議員。

○３番（舩見昌功君） 御答弁ありがとうご

ざいました。

私が小学校や中学校、高校のときは、大変

な部活動で、勝利至上主義といいますか、何

があっても勝つのだと、水も飲むなと、そう

いう指導でした。

現在、私の息子が中学校、高校のときに

なったら、指導方法もがらっと変わってい

て、どちらかというと部活動もクラブチーム

も、そのスポーツを通して楽しむのだと。一

つのスポーツだけに限らず、夏と冬で分ける

とか、そういうふうに変化してきております

ので、部活動の地域移行に関しても、そのよ

うな取組であると思いますし、また、再々質

問はございませんが、教員の働き方改革の一

環、部活動改革だと思います。部活動改革な

くして働き方改革なしとまで言われておりま

すので。

そして、文科省が部活動の適正化について

掲げたということは、部活動が現状で適正で

はないと文科省が認めたと私は思っておりま

すので。その根底には、やはり教職員の働き

方改革ということがあると思いますので、地

域移行が進めば、教員の長時間勤務が縮減さ

れて、その縮減された部分で子供たち、生

徒・児童に向かえる余裕の時間が先生方にも

できると思います。それがいい教育につなが

ると思いますので、三沢市の児童・生徒に、

子供たちのために、今後とも優しい目で、温

かい目で接していただけるようによろしくお

願いいたします。

以上です。

○議長（堀 光雄君） 以上で、舩見昌功議

員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

田嶋孝安議員の登壇を願います。

田嶋議員。

○５番（田嶋孝安君） おはようございま

す。５番、かがやきの田嶋孝安です。一般質

問をさせていただきます。

今月９月は防災月間の月ですが、今なお、

つい最近のように感じる２０１１年３.１１

東日本大震災。当時は、停電や燃料の流通が

止まり、私たちの生活は困難を来しておりま

した。

それから１１年が経過し、今後、経済の発

展が期待されようとする中、２０２０年、コ

ロナ禍に伴い、社会経済がストップするかの

ような行動制限などが行われる事態に陥り、

今年、さらなる追い打ちをかけるロシアのウ

クライナ侵略に伴い、エネルギー価格や物価

が高騰するなど、私たちの生活に大きな山積

する問題が増えていっている。

しかし、社会経済が停滞することなく、私

たちの生活に支障を来さないために、インフ

ラ整備を行い、まちが常に元気に動けるまち

づくりをしていかなくてはならないと考えま

す。

エネルギー価格の高騰が物価に与える影響

とは、エネルギー白書２０２２から、エネル

ギーコスト上昇に対応するために私たちがす

べきことの中で、「今後、ロシアのウクライ

ナ侵略が長引いてエネルギー価格が高止まり

したり、脱炭素に向けた取組を進めるための

新規投資等を拡大させていくと、価格・量の
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両面からエネルギーコストが上昇していくこ

とが予想されます」「企業にとってはコスト

の上昇につながるため、いずれかの段階で販

売価格を引き上げていく必要が生じます」。

しかし、全ての業種で適当な時期に販売価格

を引き上げることはなかなか難しい状況で

す。「このため、日本経済全体としては、エ

ネルギー源の多角化や調達先の多様化等を通

じてエネルギーの輸入価格を抑えながら、エ

ネルギー生産性を向上させること」が最も重

要です。「それでも補いきれない場合には、

企業・消費者の間でエネルギー価格の上昇を

どのように負担するのか、議論を深めていく

こと」が必要となりますと記載されておりま

す。

この中で、「エネルギー源の多角化や調達

先の多様化などを通じて」という点などを考

える中で、電力インフラ整備の必要性を感じ

ます。

２０１１年３.１１、ガソリン・軽油など

の調達ができずにガソリンスタンドに並ぶ長

蛇の車の列、とても大変な思いをしました。

今また、石油・ガスなどの燃料をはじめとし

た物価が高騰する中、燃料の供給が滞り、経

済が停滞する可能性を秘めております。リス

ク分散という点からも、脱炭素について考え

る時期に差しかかっているように思います。

そこで、次の３点について伺います。

石油・ガスなどの燃料が高騰し、電力需要

が見込まれていく中で、電力インフラ整備に

取り組む考えがないか伺います。

二つ目に、燃料関係業者などによる電気ス

タンド設置などの支援をする考えがないか伺

います。

三つ目に、電気自動車の購入支援などをし

ていく考えがないか伺います。

壇上からの質問は、以上になります。よろ

しくお願いいたします。

○議長（堀 光雄君） ただいまの田嶋孝安

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの田嶋議

員御質問の行政問題、電力インフラ整備につ

いての第１点目、電力インフラの整備に取り

組む考えがないかについては私から、そのほ

かにつきましては副市長からお答えをさせま

すので、御了承願いたいと存じます。

脱炭素、地球温暖化問題は、その予想され

る影響の大きさや深刻さから見て、人類の生

存基盤に関わる安全保障の問題であり、重要

な環境問題の一つとされており、２０１５年

のパリ協定が採択されて以降、世界では脱炭

素社会の実現に向け動き出しております。

国においては、脱炭素社会における全ての

電力需要を単一種類の電源で賄うことは困難

であるとの考えから、２０２１年６月に策定

した２０５０年カーボンニュートラルに伴う

グリーン成長戦略において、太陽光や地熱発

電などの次世代再生可能エネルギーや水素発

電、原子力発電など、電力部門での脱炭素化

を大前提として、自動車、蓄電池産業を含め

た電力インフラの強靱化に取り組んでいると

ころであります。

御質問の電力インフラの整備についてであ

りますが、近年の自然災害の多発化を踏まえ

ると、市民生活や地域経済の停滞を招かぬよ

う、何らかの備えが必要であると認識してお

ります。

脱炭素・地球温暖化対策を推進していく上

で、特に再生可能エネルギーの普及が重要と

なりますことから、国の方針も踏まえ、継続

して検討していく必要があると考えておりま

す。

私からは、以上です。

○議長（堀 光雄君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 行政問題、電力

インフラ整備についての第２点目、燃料関係

業者等による電気スタンド設置等の支援をす

る考えがないかについてお答えいたします。

国では、２０５０年カーボンニュートラル

の実現に向けて、環境性能に優れたクリーン

エネルギー自動車の普及を重要視しておりま

す。このため、電気自動車や燃料電池自動車

等の需要を創出し、車両価格の低減を促すこ
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ととしております。また、車両の普及と表裏

一体にある充電インフラの整備が喫緊の課題

となっております。

一方で、一般社団法人日本自動車販売協会

連合会の公表データによると、２０２１年の

新車販売台数のうち電気自動車が占める割合

が１％未満と低迷しております。しかしなが

ら、当市といたしましては、電気自動車等の

普及と充電インフラの整備については、鋭意

検討していく必要があると考えております。

ＥＶ充電スタンドは、電気自動車の普及に

欠くことのできない施設でありますことか

ら、御質問の燃料関係事業者等への設置支援

につきましては、今後、国の動向及び電気自

動車に関する諸要因の変化などを注視しなが

ら調査研究してまいりたいと考えておりま

す。

次に、行政問題の電力インフラ整備につい

ての第３点目、電気自動車の購入支援をして

いく考えがないかについてお答えいたしま

す。

経済産業省は、クリーンエネルギー自動車

導入促進等補助金として、クリーンエネル

ギー自動車への購入費用の一部補助だけでは

なく、国内における蓄電池のサプライチェー

ン強靱化のための建物・設備への投資及び生

産技術等に関する研究開発費用の一部につい

ても助成を行っております。これにより、今

後はこれまで以上に電気自動車の車両性能や

経済性が向上し、普及が図られていくものと

推察しております。

脱炭素社会を実現するためには、市民の皆

様や企業の方々など、お一人お一人の御協力

と電気自動車等の電動車の普及が必要と認識

しております。

このことから、御質問の電気自動車の購入

支援につきましては、国及び他自治体の動向

を注視しながら、鋭意、調査研究をしてまい

りたいと考えております。

○議長（堀 光雄君） 田嶋議員。

○５番（田嶋孝安君） 御答弁ありがとうご

ざいました。

本当に脱炭素と言いながらも、今の経済状

況というのが非常に難しい内容になってきて

いるなというのを感じております。

そんな中で、先ほどの１番の内容に関し

て、検討していくというお話をいただきまし

た。その中で、カーボンという言葉なんかも

ありながらも、実際、電力の部分がなければ

大変な時代になってしまったというようにも

感じますし、やはり皆さんも御経験した３.

１１のときの停電、本当に大変な思いをした

のではないでしょうか。

燃料はない、電気はない、本当にそういっ

た状況になったのだというのが、まだ頭の中

に植えつけられている状態ではないかと思い

ます。そういったことで、防災という観点か

らも、電気の使い方というのは非常に重要性

があるのかなと感じます。

今、３.１１の経緯から、まずは庁舎、そ

して市の施設でいくと消防、それから避難所

にもなっているスポーツセンター、そういっ

た場所などに太陽光パネルも設け、電気の需

要が滞らないように進めていますが、しかし

ながら、やはり私たちの生活の中で電気が重

要だというのを理解しながらも、その対策と

いうのはまだ少ないのかなという感じがして

おります。

例えば、避難所となる可能性のある学校も

そうでしょうし、集会所、そういった場所な

どにおいても、電源が行かなければもうどう

しようもないというような状態に陥らせない

ためにも、いろんな考え方として対応ができ

るのではないかというように感じる中で、や

はり電気自動車というのは電気を運んで歩い

ている状況にありますので、一般家庭におい

ても実際に電気を供給するというような考え

方として使えるというのもあります。

そんなことなどを併せますと、三沢市の公

用車、全部を電気自動車にしろということは

申し上げません。ただ、少しずつその考え方

を持って、何か災害があったときにはその車

も出しながら電源を供給するのだというよう

な考え方もできる中で、電気自動車を公用車
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としての利用を深めていく必要性があるので

はないかというように感じます。

そんなことも併せまして、再質問として、

そういった電気自動車、または電気スタンド

を設けるということを考えないかどうかにつ

きましてお伺いしたいと思います。よろしく

お願いします。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 再質問の公

用車の電気自動車化についてお答えいたしま

す。

当市管財課で集中管理している公用車に

は、電気自動車が現在１台となっておりま

す。更新の時期につきましては、更新時期に

おける電気自動車の性能等を注視しながら検

討していくのですけれども、先ほど防災も絡

めてというお話でしたので、そちらも十分検

討しながら進めていきたいと思います。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 田嶋議員。

○５番（田嶋孝安君） ありがとうございま

す。

本当に防災という観点も見据えていくと、

やはりその対応がある、ないによって、いざ

というときの備えという部分では考えられる

点もありますので、ぜひとも御検討いただき

ながら、いざというときの対応をしていただ

ければというように思います。

再々質問として、電力インフラの整備に取

り組む考えがないかということでお話をさせ

ていただきましたが、三沢という地域は、電

力関連企業が多くいらっしゃるような感じが

しております。そんなことも併せると、その

方々と一緒にまちづくりをしていくと、そう

いったようなことなどができる地域ではない

のかなというようにも感じます。

いろんな意味でインフラ整備というのがあ

りますが、本当に電力の供給が止まらないよ

うにしていただくのもそうですが、市民の生

活が止まらない、そんなようなことを考えな

がらも、地域企業との連携、よく言う官民、

そして、もし必要であれば学という部分での

連携を取った考えをしてもいいのではないか

というように感じておりますが、これに対し

まして、三沢市として逆にそういった動きが

あるのか、もしくはそれに対して今後検討さ

れる予定があるのかお聞かせいただきたいと

思います。よろしくお願いします。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 御質問の地

域電力関連業者との連携、また、学識経験者

との連携の上で事業を進めていく考えがない

かについてお答えいたします。

現在、そういった取組は行っておりませ

ん。行っておりませんが、今後、可能性につ

いてどういった取り組み方が効果を上げられ

るのか、地域電力関連業者及び学識経験者と

の連携を含めて検討してまいりたいと思いま

す。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 以上で、田嶋孝安議

員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

春日洋子議員の登壇を願います。

春日議員。

○１４番（春日洋子君） １４番、公明党の

春日洋子でございます。通告の順に従い、質

問してまいります。

はじめに、行政問題の１点目、パートナー

シップ制度の導入についてお伺いします。

ＬＧＢＴＱなど性的少数者のカップルを婚

姻相当と公認するパートナーシップ制度は、

２０１５年に東京都渋谷区と世田谷区で導入

されて以来、これまで２３０の自治体に広

がっており、青森県においても本年２月７日

より制度を開始しています。

パートナーシップ制度は、婚姻と違い、制

度自体に法的な効力はないものの、パート

ナーであることを自治体が証明することで、

当事者が様々な場面で地域社会の理解を得や

すくする狙いがあります。

パートナーについては、成年に達している



― 56 ―

人お二人のうちいずれかが市内に住所を有し

ている、また、市内への転入を予定している

ことが要件となっています。

この制度が適用されることにより、法律上

の婚姻が入居の原則だった市営住宅への入居

が可能になるほか、市内の医療機関での病状

説明や入退院時の手続でも家族同様の対応が

原則になります。

ＳＤＧｓの誰一人取り残さない社会、多様

性を認め合う社会を実現するために、本市に

おいてもパートナーシップ制度を導入すべき

と考えます。本市の御見解をお伺いします。

次に、２点目のまごころベンチの設置事業

についてお伺いします。

これまでの数年来、町なかを徒歩で移動し

ている方やバスを利用されている方々から、

疲れたときに腰をかけて一息つけるベンチが

あれば、どんなに助かることかなどの声を

度々お聞きしてまいりました。

本市でのバス停留所の整備については、バ

スを利用する皆様のバス待ち環境改善を図る

ため、平成２７年度、２８年度に上屋とベン

チの整備を市役所、公会堂前、上下水道庁舎

前、サンマル通り、ミス・ビードルドームな

どの市内８か所に整備していただいておりま

す。しかし、こちらのバス停を利用されてい

る方から喜ばれている一方で、そのほかのバ

ス停を利用されている方からは、相変わらず

ベンチの設置を求める声が寄せられている現

状にあります。

埼玉県八潮市や神奈川県川崎市では、まご

ころベンチの寄附を募集する事業を実施して

います。この事業は、個人、団体、企業など

からベンチの寄附を受けた際に、寄附する方

の氏名や思い出のメッセージなどをつづった

プレートなどを取り付け、市民の皆様に利用

していただくものです。

本市においても、市民の皆様に御協力をい

ただきながら住民ニーズに応えていく、まご

ころベンチの設置事業を導入すべきと考えま

す。御見解をお伺いします。

次に、３点目の公共施設の水道蛇口の自動

水栓化についてお伺いします。

新型コロナウイルスの感染第７波により、

新規感染者が各地で急増する中、政府は、３

回目、４回目のコロナワクチン接種の加速に

力を入れています。専門家によると、第７波

は感染力の強いオミクロン株への置き換わり

や社会経済活動の再開による人の活動の活発

化など、幾つかの複合的な要因で起きている

と言われています。

長引くコロナ禍で、様々な感染対策がなさ

れてきたところですが、特に小まめに手洗い

をする機会が増えていることから、各地にお

いて公共施設のトイレや手洗い場の自動水栓

化が進められています。自動水栓ではない蛇

口は、手を洗った後にレバーやハンドルに触

れることになり、手洗いの効果が懸念されま

す。

いまだ終わりの見えないコロナ禍で、感染

症対策を強化するためにも、水道蛇口を自動

水栓化すべきと考えます。本市の御見解をお

伺いします。

次に、４点目の給水スポット・ウオーター

サーバーの設置についてお伺いします。

地球温暖化による気温上昇により、猛暑、

短時間豪雨、台風の大型化等、気候変動によ

る災害リスクが地球規模で高まる中、世界的

にパリ協定の下で脱炭素社会を目指す動きが

進んでおり、日本では２０２０年１０月に２

０５０年までに温室効果ガス排出量を実質ゼ

ロとすることが表明されました。しかし、ゼ

ロカーボン、ＣＯ２削減という理念は理解す

るものの、具体的に何を取り組めばいいのか

分からないといった声もあります。

日本では、コロナ禍の巣籠もり需要もあ

り、家庭から出るプラスチックごみの排出量

は年間９００万トンを超えていると言われま

す。また、その処理方法にも課題があり、リ

サイクルされるのは僅か２５％であり、熱回

収が６１％を占め、ＣＯ２の排出量は減るど

ころか増加してしまうと指摘されています。

具体的施策として、給水スポットを設置

し、プラスチックごみの削減を推進する取組
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を行っている自治体があります。マイボトル

を持つことは、ペットボトルの削減とＣＯ２

の削減、プラスチックごみの削減につなが

り、環境循環型社会を意識づける大変分かり

やすい取組だと思います。

ウオーターサーバーは、水道直結型で電源

がいらず、マイボトルでいつでも水を飲むこ

とができるものです。ゼロカーボンシティの

実現には、市民の参加が欠かせません。市民

の方にマイボトルを常時携行してもらうこと

は、環境問題であるゼロカーボンの推進につ

いて自分ごととして捉える絶好の機会になる

ものと思います。

そこで、プラスチックと二酸化炭素削減に

向け、マイボトルの携帯を促すためにも、給

水スポットを設置すべきと考えます。本市の

御見解をお伺いします。

次に、５点目の不妊治療への自己負担軽減

のため、助成制度の導入についてお伺いしま

す。

本年４月から不妊治療の公的医療保険の対

象が拡大されて以降、県の助成事業が保険適

用拡大と同時に終了となったことから、体外

受精などの治療費の自己負担が増える事例が

出ているとの新聞報道がありました。

県内では、弘前市は本年度、自己負担分の

３分の２を助成する事業を実施、平川市で

は、不妊治療に要した自己負担額の条件を満

たした場合、全額助成するとされており、同

市の担当者は、経済的な理由により不妊治療

を断念しないように後押ししていきたいと話

しています。

当事者の方より、三沢市においても助成し

てほしいとの切実な声が届いており、子供を

望む御夫婦への助成制度を導入すべきと考え

ます。本市の御見解をお伺いします。

最後に、６点目の男性トイレへのサニタ

リーボックス設置についてお伺いします。

前立腺がんや膀胱がんの患者らが使用済み

の尿漏れパッドを捨てる、サニタリーボック

スを男性トイレの個室に設置する動きが、全

国各地の公共施設や商業施設で広がっていま

す。

国立がん研究センターが２０１８年にまと

めた統計によると、前立腺がんと診断された

男性は約９万２,０００人、膀胱がんは約１

万７,５００人に上ります。これらのがん

は、手術後、頻尿や尿漏れの症状が起きやす

くなるため、手術を受けた男性は尿漏れパッ

ドを着用することが多いと言われます。しか

し、公共施設などの男性トイレの個室には、

サニタリーボックスの設置が進んでおらず、

パッドを捨てる場所がないため、外出先から

自宅までビニール袋などに入れて持ち帰らざ

るを得ない人が数多くいらっしゃるとのこと

です。

本年２月に日本トイレ協会がインターネッ

トで実施したアンケートでは、尿漏れパッド

や紙パンツを使う男性の７割が、捨てる場が

なくて困っていたと回答しています。同協会

の砂岡豊彦運営委員は、国連が掲げるＳＤＧ

ｓ・持続可能な開発目標には、トイレに関し

て、女性や女の子、弱い立場にある人がどん

なことを必要としているのかについて、特に

注意するという項目があります。トイレで困

ることがあるというのは人権問題です。捨て

る箱を設けるのが当たり前になってほしいと

思いますとコメントされています。

本市においても、これまで担当課において

市役所庁舎内にサニタリーボックスを設置し

てくださいましたが、そのほかの公共施設に

も随時設置すべきと考えますことから、御見

解をお伺いします。

以上で、私の質問を終わります。御答弁を

よろしくお願いいたします。

○議長（堀 光雄君） ただいまの春日洋子

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの春日議

員御質問の行政問題の第３点目、公共施設の

水道蛇口の自動水栓化については私から、そ

のほかにつきましては担当部長からお答えを

させますので、御了承願いたいと存じます。

公共施設におけるトイレなどの手洗い場や
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水飲み場の自動水栓化は、直接蛇口に触るこ

となく衛生的に手洗いを行えることから、長

引くコロナ禍において感染症対策の強化とし

て効果的であるとともに、節水効果も期待で

きるなど、大変有効なものであると考えてお

ります。

主な公共施設の現状につきましては、公会

堂、保健相談センター、国際交流教育セン

ターなどが自動水栓化されており、図書館に

おいては、現在実施しているトイレ改修工事

に合わせて、一部ではありますが手洗い場の

蛇口を自動水栓化とする予定としておりま

す。

学校関連につきましては、昨年度、新型コ

ロナウイルス感染症対策事業支援金を活用

し、全ての小学校で蛇口式の水栓を手の操作

による接触が少ないレバー式やプッシュ式水

栓への交換をし、感染症対策を行ったところ

であります。中学校につきましては、水栓の

交換は行っておりませんが、今後、学校側の

意見などを踏まえた上で検討してまいりたい

と考えております。

また、その他の公共施設につきましては、

全ての施設となりますと水栓の数が相当数存

在することから、まずは現状把握に努め、実

態調査をするとともに、自動水栓化されてい

ない施設で不特定多数の利用者や来庁者が多

い市役所庁舎などの公共施設から順次自動水

栓化が図られるよう、必要性を確認しながら

前向きに検討してまいりたいと考えておりま

す。

私からは、以上であります。

○議長（堀 光雄君） 政策部長。

○政策部長（山﨑 徹君） 行政問題の第１

点目、パートナーシップ制度の導入について

お答えいたします。

全ての人が性別に関わりなく個人として尊

重され、自らの意思と選択に基づいて自分ら

しく生きることができる社会を目指し、本年

２月に青森県パートナーシップ宣誓制度が開

始されました。この制度は、一方または双方

が性的マイノリティーである方々が、お互い

を人生のパートナーとし、日常の生活におい

て相互に協力し合うことを約束するパート

ナーシップ宣誓を行い、県がお二人の関係性

を証明するパートナーシップ宣誓書受領証を

交付する制度です。

御質問の三沢市独自の制度の導入について

ですが、本年３月に策定いたしました第３次

みさわハーモニープランの中で、ダイバーシ

ティ（多様性）の理解と確立の課題として、

性的マイノリティーへの配慮と支援を掲げて

おります。当市といたしましても、青森県

パートナーシップ宣誓書受領証を提示するこ

とで、市の行政サービスを提供できるよう

に、可能な行政サービスについて庁内で検討

し、実施してまいりたいと考えております。

次に、御質問の第２点目、まごごろベンチ

の設置事業についてお答えいたします。

個人や団体、企業などから行政側が寄附を

受け設置されるベンチ、通称まごころベンチ

が公園や遊歩道、バス停などに設置されるこ

とで、施設の充実及び経費の縮減が図られ、

さらには寄附者にとっては地元への愛着とと

もに地域貢献につながる事業であり、他自治

体で導入事例がございます。

また、重い荷物を持った方や高齢者などに

とって町なかで休憩できる場所、バス停など

へのベンチ設置を望む御意見は、当市が目指

す共生社会の実現の観点からも大変貴重であ

るものと考えております。

なお、公共施設や道路上でのベンチの設置

に当たりましては、特に歩道がない、または

歩道幅員が狭い場所など、十分な安全性が確

保できない場合や除雪作業に支障となるな

ど、適した場所の把握が必要であるものと考

えております。

いずれにいたしましても、まごころベンチ

の設置事業については、地元などの協力を得

ながら進める好事例でありますことから、調

査検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 財務部長。

○財務部長（高橋徳孝君） 行政問題の第６
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点目、男性用トイレへのサニタリーボックス

の設置についてお答えいたします。

トイレに設置されるサニタリーボックス、

いわゆる小さめのごみ箱でありますが、主に

女性用トイレや男女兼用トイレに設置されて

おり、男性用トイレには設置されない場合が

多いと認識しております。

御質問の男性用トイレへのサニタリーボッ

クスの設置については、例えば前立腺がんや

膀胱がんを患った方は尿漏れパッド等を日常

生活の中で使用し、外出時にはトイレなどで

交換する必要がございます。また、いわゆる

性的マイノリティーの方の使用済み生理用品

を捨てるために必要となるなど、そのニーズ

も多様化しております。

主な公共施設における設置状況ですが、市

役所庁舎では、本館及び別館の１階男性用ト

イレ４か所に設置しており、今後は使用状況

を踏まえ、全ての男性用トイレに順次設置し

ていきたいと考えております。また、そのほ

かでは、社会福祉センターに４か所、総合社

会福祉センターに９か所、保健相談センター

に４か所と、全ての男性用トイレに設置して

いる状況でございます。

設置されていないそのほかの公共施設につ

きましては、各施設のトイレ環境及び利用状

況を確認し、設置可能な場所には、事情によ

り紙おむつや尿漏れパッドなどを使用してい

る方々が安心してトイレを使用できるよう、

サニタリーボックスの設置に前向きに取り組

んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 行政問題の

第４点目、給水スポット・ウオーターサー

バーの設置についてお答えいたします。

現在、海洋プラスチックごみや地球温暖化

等の地球環境を脅かす環境問題は、深刻化が

進んでおり、環境負荷のさらなる低減を図

り、持続可能な循環型社会及び脱炭素社会の

実現のために、ペットボトルを含むプラス

チックごみの削減は、重要な課題であると認

識しております。

また、ウオーターサーバーの設置につきま

しては、マイボトルの利用により誰でも自由

に給水できる環境を整えることで、マイボト

ルを持参する環境に配慮したライフスタイル

への転換を促し、ペットボトルの排出抑制及

び製造過程、運搬時等に発生する二酸化炭素

などの温室効果ガスの削減を図ることにつな

がるものと考えております。

御質問の電源を使用しない水道直結型のウ

オーターサーバーの設置につきましては、設

置場所や設置費用、維持管理コストなど様々

な課題について、他自治体の設置事例を参考

にしながら、効果的かつ効率的に設置できる

よう調査研究してまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。

○健康福祉部長（篠田浩一君） 行政問題の

第５点目、不妊治療の自己負担軽減のための

助成制度の導入についてお答えいたします。

不妊症とは、妊娠を望む健康な男女が一定

期間を過ぎても妊娠しないものを言い、不妊

に悩む夫婦の割合は約１０組に１組と言われ

ております。近年では、妊娠を希望している

年齢が高くなっており、不妊に悩む夫婦の数

も増加していると考えております。

不妊症の治療につきましては、人工授精等

の一般不妊治療と体外受精、顕微授精及び男

性側に起因する治療等の生殖補助医療があ

り、これらの治療にかかる費用は保険適用前

では、例えば体外受精で１回当たり３０万円

から５０万円程度であり、その治療も１回で

終了することは少なく、非常に高額となるの

が実情であります。

そのため、生殖補助医療については、これ

まで青森県が実施していた特定不妊治療助成

事業により一部負担軽減が図られていたもの

の、助成額の上限を超えた費用は全て自己負

担であったことや、一般不妊治療については

助成対象外であったことから、治療する方の

経済的な負担は非常に大きいものでありまし
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た。

こうした中、国では令和４年４月から、こ

れらの治療について新たに保険適用とし、原

則３割の自己負担としたところであり、高額

療養費制度の対象にもなるため、治療する方

の経済的負担が軽減されることとなります。

しかしながら、治療費が高額となった場合、

保険適用及び高額療養費制度を活用したとし

ても、県で実施していた特定不妊治療助成事

業適用後の治療費よりも高額となり、自己負

担が生じる場合もあります。

こうしたことから、治療に踏み切ることが

できない夫婦もいると考えられますが、不妊

治療等への支援の拡充は、子供を望む夫婦の

願いをかなえることはもちろんのこと、少子

化対策においても非常に重要になるものと考

えております。

当市といたしましては、不妊治療にかかる

自己負担分の助成を実施している他自治体の

状況を調査研究し、妊娠を望む方が経済的な

不安を抱くことなく治療に取り組めるよう、

助成事業の導入について検討してまいりたい

と考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） 御答弁ありがとう

ございました。

ただいまの御答弁に対し、再質問をさせて

いただきます。

はじめに、行政問題の１点目、パートナー

シップ制度の導入について再質問いたしま

す。

今般、県がパートナーシップ宣誓制度を開

始したことによりまして、今後、三沢市にお

いても市営住宅への入居が可能になるのか、

また、市内の医療機関での病状説明や入退院

時の手続などもできるようになるのか。この

２点について、参考にお聞かせいただきたい

と思います。

また加えて、パートナーシップ宣誓をする

ためには、県庁まで足を運ぶのは大変だと

思っております。県内各地から希望する方が

足を運ぶことになりますけれども、これらの

負担軽減のためには、ぜひオンライン申請が

必要でないか、導入をしていただきたいと個

人的には願うものでありますけれども、市に

おきましては、現段階で県からのそのような

情報をキャッチしているものでしょうか。こ

の３点についてお聞かせいただきたいと思い

ます。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

政策部長。

○政策部長（山﨑 徹君） 再質問にお答え

いたします。

まず、三沢市のほうで、住宅と病院の関係

の今後のサービスということです。

青森県のパートナーシップ制度について

は、担当部署と情報を共有しております。

まず、市営住宅につきましては、入居の基

準がございますけれども、この基準を見直し

た上で入居申込みが可能となるようにいたし

ます。

また、市立病院におきましては、患者の意

思が確認できない場合の治療とか、検査、入

院等の同意が可能となるように、青森県と歩

調を合わせて実施してまいりたいと考えてお

ります。

質問の中にございました民間の病院という

お話もございました。この部分については、

市のほうから働きかけてまいりたいと考えて

おります。

もう１点ございました。青森県のパート

ナーシップ制度は、御指摘のとおり、申請を

するために県庁のほうに現時点では行く必要

がございます。先般、県のほうに確認しまし

た。問い合わせたら、ウェブでの宣誓をこれ

から検討したいという話でございましたの

で、もうしばらくその動向を見守りたいと思

います。

いずれにしましても、パートナーシップ制

度は、実際の婚姻と違って法整備されていな

い、現時点で関係省庁がない制度でございま

すので、また、プライバシーに関わる大変デ

リケートな制度でございますので、社会情勢
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とか他自治体の動向に今後も注視してまいり

たいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。

ぜひ、生きづらさを抱えている当事者の

方々が、少しでも温かい気持ちで今後の人生

を歩んでいただける施策だと思いますので、

よろしくお願いいたします。

次に、２点目のまごころベンチの設置事業

について再質問いたします。

先ほどの質問の中でも触れさせていただき

ました。現在、市が、直近でありますけれど

も８か所のバス停留所に設置していただいた

旨を紹介させていただきました。そのことに

つきまして、参考にお聞きしたいと思います

が、現在、三沢市内のバス停は全体で何か所

あり、また、そのバス停にベンチが設置され

ている場所は何か所であるかお聞かせいただ

きたいと思います。

また併せて、今後、バス停にベンチがな

い、こういう場所に向けてはどのように取り

組んでいかれるのか、現段階での本市のお考

えをお聞かせいただきたいと思います。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

政策部長。

○政策部長（山﨑 徹君） まごころベンチ

への再質問にお答えいたします。

市内のバス停が全部で１９１か所ございま

す。そのうち、議員からお話のあった、市役

所前とかのシェルター型のボックス型の８か

所も含め、そういったものから、ベンチだけ

とか椅子だけとか様々ございますけれども、

全部で３６か所設置されていると把握してい

ます。

ただ、スペースがないなどの物理的な問題

で、設置できない場所も相当数あるのではな

いかというふうに認識しているところです。

もう１点の御質問、今後のバス停に設置し

ていく考えについてというお話でしたけれど

も、バス停の待合環境が十分に整備されてい

るかというところでは十分ではないというふ

うに認識しています。

三沢市の地域公共交通計画をつくっていま

すけれども、その中でもバス停留所の待合環

境を課題として挙げておりまして、町内会や

店舗など地域の協力を得ながらも充実してい

くということですので、まごころベンチ事業

を当該事業を参考として、導入についても検

討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。

ぜひ、まごころベンチの設置事業が導入さ

れた場合に、多くのまた賛同が得られる、ひ

たひたと一気には厳しい面もあるかと思いま

すけれども、この事業に賛同して、個人・企

業・団体の皆様が数年後、１基でも２基で

も、そういう寄せられることを希望しており

ます。よろしくお願いいたします。

次に、３点目の公共施設の水道蛇口の自動

水栓化について再質問いたします。

御答弁の中でありました、図書館のトイレ

改修工事に合わせて、一部自動水栓化にして

いる、このような内容の御答弁をいただきま

した。

そこで、今年度、三沢市におきましては、

市役所庁舎内の和式トイレ、こちらを撤去し

て洋式トイレに替える工事が計画されている

と思います。まずは、先ほどの答弁でもあり

ました来庁者の多い市役所庁舎、こちらを優

先にしていくことが非常に求められていると

いうふうにも私自身も思っております。その

トイレの工事が計画されていることから、ま

ずは市役所庁舎の水道蛇口を自動水栓化すべ

きと思いますが、このことについてお答えい

ただければと思います。

○議長（堀 光雄君） 財務部長。

○財務部長（高橋徳孝君） 再質問の市役所

庁舎における自動水栓化につきましてお答え

いたします。

今年度、庁舎１階の女子トイレの改修工事
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を予定しておりますので、その工事に合わせ

て自動水栓化を図っていきたいと考えており

ます。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。

自動水栓化とともに、これまでも、来庁者

の特に利用者が多い１階トイレの和式トイ

レ、こちらに洋式トイレを増やしていくべき

ではないかという、そういう願いの声を届け

ておりました。これがいよいよ今年度、この

ことが実現するということも併せてありがた

く思っております。

次に、４点目の給水スポット・ウオーター

サーバーの設置について再質問いたします。

御答弁の中で、電源を使用しない水道直結

型のウオーターサーバーの設置については、

他自治体の設置事例を参考にして調査研究し

てまいりたいとの御答弁をいただいたところ

でございます。

私は、幾つかある中でも、先進事例として

は神奈川県横須賀市の取組に非常に関心を

持ったところでありました。

現段階で、三沢市においては調査研究をし

ていく。この内容につきましてどのようにお

考えになっているのか、この場でお答えでき

る範囲でよろしいですので、参考にお聞かせ

いただけますでしょうか。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） ウオーター

サーバー・給水スポット設置の再質問にお答

えいたします。

先ほど御発言のありました横須賀市の取組

事例など、先進地の事例を参考にしながら、

効率的かつ効果的に設置できるよう調査研究

してまいりたいと考えております。

多くの事例につきましては、新しい施設を

建設したときに、既に設計のほうに水道管の

配管まで設計した上で取りつけている事例が

多いです。後づけとなりますと、コンクリー

トを削って水道管を配管し直したりの余計な

費用がかかることが考えられますので、先進

的事例を含めまして調査研究してまいりたい

と思います。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ぜひよろしくお願

いいたします。

次に、５点目の不妊治療の自己負担軽減の

ため助成制度の導入について再質問いたしま

す。

御答弁でも不妊治療に関わる助成事業につ

いては、検討してまいりたいとの御答弁であ

りました。

改めて申し上げさせていただきたいと思い

ますが、子供を望む御夫婦には精神的にも肉

体的にも本当に大変な状況であります。さら

に、経済的な不安を抱えていることを考えま

すと、一日でも早く支援をスタートしていく

ことが、行政としては最も大事なことだと

思っております。

そこで、導入に向けて、今後どのような検

討がなされるのか。また、導入時期につきま

しては、現段階でどのようにお考えか、お聞

かせいただきたいと思います。

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。

○健康福祉部長（篠田浩一君） 再質問につ

いてお答えいたします。

この助成制度を導入するに当たってどう

いった検討をするのかという一つ目と、そし

ていつ頃から助成するのかといった御質問で

あったと思います。

まず、不妊治療でございますが、助成制度

を導入するに当たりましての検討事項といた

しましては、まず、不妊治療は人工授精、体

外受精、顕微授精、そのほかにも様々な治療

方法がございます。そのために、対象とする

治療の範囲、そして年齢制限をどこまでにす

るのか。また、不妊治療は何度も行わなけれ

ばならない可能性がございますので、助成す

る回数をどこまでにするのか。それから、医

療保険適用後、自己負担分がございますが、
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その助成額を全額とするのかなどなど、様々

な制度開始に向けての調査検討が必要となっ

てまいります。

また、助成制度を行っております他市の状

況を勘案したいと思っておりますので、この

ようなことから、現時点では、いつ頃助成制

度を開始するのかという御質問についてはお

答えはできませんが、いずれにいたしまして

も、県の助成制度が終了しています。そし

て、不妊治療を行っている夫婦の経済的な負

担も少しでも軽減したいと考えておりますの

で、なるべく早く、前向きに導入に向けて検

討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） なるべく早く、前

向きに、非常に心に響きました。期待を申し

上げます。よろしくお願いいたします。

最後に、６点目の男性トイレのサニタリー

ボックス設置について再質問いたします。

本年３月、私はＳＮＳの投稿でサニタリー

ボックスがないことで困っている男性がい

らっしゃることを知り、早速、市役所担当課

長の元に対応を御相談させていただきまし

た。担当課においては、間もなく、庁舎内の

トイレにペダルつきのサニタリーボックスを

設置してくださいました。答弁にございまし

た４か所でございます。大変このことについ

てありがたく思ったところですが、さらに感

激することをお聞きいたしました。

それは、女性用のトイレにこれまで設置さ

れていたサニタリーボックスは、サイズがと

ても小さく、蓋をあけて使用するタイプであ

りました。このことから、市職員の若手職員

の皆様からの様々な知恵も拝借したようです

けれども、女性トイレにも全てこのペダル式

のサニタリーボックスを設置してくださった

のです。非常に感激をいたしまして、優しい

配慮をしていただいていることに本当に感謝

と感激をしたところであります。

当事者の方にとっても、サニタリーボック

スの設置が広がることは、これまで以上に安

心して出かけられる手だてになるものと思い

ます。

そこで、現在、市役所、また、保健相談セ

ンター、総合社会福祉センター等、設置がさ

れていることもお聞きしたところでございま

すので、ぜひ当事者があの場所に行けばサニ

タリーボックスが設置してあるのだ、これが

非常に大事だなというふうに思っておりまし

て、現在、設置していただく場所、また、今

後新たに可能な場所に公共施設への設置が広

がっていくものというふうに受け止めており

ますけれども、どちらのトイレにサニタリー

ボックスが設置されているか、このことを周

知するためのシールまたステッカー等、これ

らをぜひお願いしたいなというふうに思って

おりますけれども、この点について御見解を

お聞かせいただきたいと思います。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

財務部長。

○財務部長（高橋徳孝君） 再質問のサニタ

リーボックスの設置場所の周知方法について

お答えいたします。

例えば市役所庁舎におきましては、ロビー

にございます庁舎案内板でサニタリーボック

スを設置している男性トイレの場所などをお

知らせするほか、トイレの出入口にはサニタ

リーボックスを設置していることをお知らせ

するプレートを貼り付けるなど、男性用トイ

レに設置していることが尿漏れパッドなどを

使用している方々に分かりやすいよう周知に

取り組んでまいりたいと考えております。

また、そのほかの施設につきましても、分

かりやすい方法で掲示するなど、周知に努め

てまいりたいと考えてございます。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 以上で、春日洋子議

員の質問を終わります。

─────────────────

◎日程第 ２ 認定第 １号から

日程第１４ 議案第５１号まで

○議長（堀 光雄君） 次に、日程第２ 認

定第１号令和３年度三沢市一般会計歳入歳出
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決算認定についてから日程第１４ 議案第５

１号市道の路線の認定についてまでを一括議

題といたします。

─────────────────

◎日程第１５ 総括質疑

○議長（堀 光雄君） 日程第１５ ただい

ま一括議題といたしました全議案に対し、総

括質疑を行いますが、通告がありませんの

で、総括質疑を終結します。

─────────────────

◎日程第１６ 特別委員会の設置及

び議案の付託

○議長（堀 光雄君） 日程第１６ 特別委

員会の設置及び議案の付託を行います。

お諮りします。

ただいま一括議題となっております議案の

審査に当たりましては、１６名をもって構成

する決算審査特別委員会、８名をもって構成

する予算審査特別委員会、同じく８名をもっ

て構成する条例等審査特別委員会をそれぞれ

設置し、これに付託の上慎重に行いたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（堀 光雄君） 御異議なしと認めま

す。

よって、決算審査特別委員会、定数１６

名、予算審査特別委員会、定数８名、条例等

審査特別委員会、定数８名をそれぞれ設置

し、これに付託することに決しました。

それでは、議案の付託を行います。

決算審査特別委員会には、認定第１号から

認定第８号までの計８件を、予算審査特別委

員会には、議案第４７号及び議案第４８号の

計２件を、条例等審査特別委員会には、議案

第４９号から議案第５１号までの計３件を、

それぞれ付託します。

─────────────────

◎日程第１７ 特別委員会委員の選

任

○議長（堀 光雄君） 日程第１７ 特別委

員会委員の選任を行います。

ただいま設置されました３特別委員会の委

員の選任については、三沢市議会委員会条例

第８条第１項の規定により、お手元に配付し

ております特別委員会委員及び付託議案一覧

表のとおり指名します。

なお、特別委員会委員の方々は、次の休憩

中に、委員長、副委員長をそれぞれ互選し、

議長まで報告願います。

また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、はじめに決算審査特別委員会

を大会議室において、引き続き予算審査特別

委員会を大会議室、条例等審査特別委員会を

第２会議室において、それぞれ願います。

この際、委員会開催のため、暫時休憩しま

す。

午前１１時５５分 休憩

────────────────

午後 ０時０２分 再開

○議長（堀 光雄君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

先ほど設置されました３特別委員会の委員

長、副委員長の互選の結果を報告します。

決算審査特別委員会委員長、小比類巻雅彦

委員、副委員長、春日洋子委員。予算審査特

別委員会委員長、澤口正義委員、副委員長、

下山光義委員。条例等審査特別委員会委員

長、瀬崎雅弘委員、副委員長、西村盛男委員

とそれぞれ決しました。

─────────────────

○議長（堀 光雄君） 以上で、本日の日程

は終了しました。

なお、明日から１５日までは、特別委員会

審査等のため、本会議は休会となります。

次回本会議は、１６日午前１０時から会議

を開きます。

本日は、これをもって散会します。

午後 ０時０３分 散会


